
寒川浄水場排水処理施設更新等事業

実施方針等に関する質問への回答

平成14年10月18日

神奈川県企業庁

・平成14年9月17日から9月20日に受け付けた、寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実施方針
等に関する質問への回答を公表資料毎に整理して記述してあります。
・回答は、現時点の考え方を示したものであり、意見招請等により変更する可能性がありま
す。最終的には、入札公告時に確定します。

・なお、表中〔対象資料〕の記載内容は、以下の資料を指しています。

実施方針　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実施方針」を指す
添付資料○　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業実施方針　添付資料」1～12のいずれか
を指す
業務要求水準書（案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 業務要求水準書（案）」を
指す
特定事業契約書（素案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 特定事業契約書（素
案）」を指す
落札者決定の考え方　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 落札者決定の考え方」を指す
実施方針等Q&A　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実施方針等Q&A」を指す
産業廃棄物中間処理指導指針　＝「神奈川県産業廃棄物中間処理指導指針」を指す
参考資料集（案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業に関する参考資料集（案）」を
指す

・平成14年9月17日（火）から9月19日（木）に受け付けた、寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実
施方針等に関する質問への回答を公表資料ごとに整理して記述してあります。
・回答は、現時点の考え方を示したものであり、意見招請等により変更する可能性があります。最
終的には、 入札公告時に確定します。

・〔対象資料〕の欄中の記載内容は、それぞれ以下の資料を指しています。

  実施方針　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実施方針」
  添付資料○　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業実施方針　添付資料」1～12のいずれか
  業務要求水準書（案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 業務要求水準書（案）」
  特定事業契約書（素案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 特定事業契約書（素案）」
  落札者決定の考え方　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 落札者決定の考え方」
  実施方針等Q&A　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業 実施方針等Q&A」
  産業廃棄物中間処理指導指針　＝「神奈川県産業廃棄物中間処理指導指針」
  参考資料集（案）　＝「寒川浄水場排水処理施設更新等事業に関する参考資料集（案）」

・〔回答〕欄中次の法律については、それぞれ以下のとおり略称で記載しています。

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律＝ＰＦＩ法
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律＝廃掃法

・質問事項は質問者の記載のとおりを転載していますが、明らかな字の間違いは修正してありま
す。



実施方針に関する質問回答書

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

1 実施方針 2 1 （1） カ 　事業期間が20年間という長期にわ
たるため、事業期間中に施設の大規
模修繕が必要になると考えますが、
この大規模修繕業務は維持管理･運営
業務を構成する修繕業務には含まれ
ないと理解して宜しいでしょうか。

  大規模修繕業務も維持管理・運営業
務に含まれます。その必要性、具体
的内容及び実施時期等の一切は提案
によります。ただし、濃縮施設につ
いては、改造等を行わず従来の運転
方法による限り、総合排泥池、濃縮
槽等のコンクリート構築物（手摺、
歩廊等を除く本体部分）の修繕は必
要ないと考えています。（これらの
構築物の修繕を含んだ提案は可能で
す。）なお、改造等により不具合が
生じた場合は、事業者責任となりま
す。

三井物産㈱

2 実施方針 2 1 （1） カ 　「県企業庁に所有権を移転し」と
ありますが、SPC名義での所有権保
存登記は不要という理解で宜しいで
しょうか。また企業庁での登記の有
無、所有権の移転に関連し発生する
と思われる登録免許税・事業所税・
不動産取得税等費用等の負担区分に
ついても御教示下さい。

  ＳＰＣ名義の所有権保存登記は不要
です。登記については、県企業庁で
対応します。したがって、事業者に
は、登録免許税は発生しません。事
業所税については、寒川町では課税
されません。また、不動産取得税に
ついては、建設工事におけるＳＰＣ
の発注形態により取扱いが異なりま
す。詳しくは、実施方針等Ｑ＆Ａ
（Ｑ19）を参照して、各自検討して
ください。

三井物産㈱

3 実施方針 2 1 （1） カ 　脱水ケーキの所有権は誰にあるの
でしょうか。また所有権が移行する
のならば、どのタイミングで移行す
るのかご教示頂きたい。

　廃掃法は、廃棄物の処理責任につ
いて規定したもので、産業廃棄物の
所有権についての特段の規定はあり
ません。
  仮に所有権の帰属について、整理を
すると、次のとおりと想定されま
す。
  取水後、河川水の所有権は県企業庁
に帰属することととなり、浄水工程
で発生する汚泥についても県企業庁
の所有となります。脱水ケーキにつ
いては、県企業庁と事業者間の合理
的意思解釈として、ＰＦＩ事業者が
汚泥を脱水ケーキにしたとき（中間
処理が終了した時点で）所有権が県
企業庁からＰＦＩ事業者に移転する
と解されます。

㈱UFJ銀行

4 実施方針 3 1 （1） ク
（ア）

　新設施設については、ＢＴＯ方式
とのことですが、事業者がかけなけ
ればならない保険についてご教示下
さい。

　第三者賠償保険の付保を条件とす
ることを考えておりますが、詳細に
ついては入札公告時にお示ししま
す。

㈱日立製作所

5 実施方針 3 1 （2） イ 　特定事業者の選定に当たって、定
量的評価の際に使用される割引率は
何パーセントを想定されているかご
教示下さい。

  ＰＦＩ法第6条に規定されている特
定事業の選定における割引率は特定
事業の選定の公表の際に、入札時に
提出していただく提案書に使用する
割引率は入札公告時に、それぞれ提
示します。

月島機械㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

6 実施方針、
別紙4

7 2 （3） 　別紙４の汚泥の供給について、第
１回（高濃度時）、第２回（低濃度
時）とありますが、これはどのよう
な状態の泥（休み明けの運転開始時
の泥か、通常運転中の泥か、二次濃
縮設備を通した泥か等）で、どの場
所から採取した泥か、ご教示願いま
す。

  寒川浄水場排水処理施設における汚
泥の流れは、総合排泥池→２号濃縮
槽（重力濃縮）→１号濃縮槽（曝気
槽）→二次濃縮槽（冬期のみ使用）
→脱水機となっています。提供する
汚泥は、２号濃縮槽から１号濃縮槽
への移送管から採取するものです。
第１回の提供は平成14年9月17日から
20日に実施しましたが、この時期は
年間を通じて比較的汚泥濃度が高い
時期にあたります。これに対して平
成15年1月に提供する汚泥は、これま
での経験から汚泥濃度が低くなる事
が予想されます。ご質問の提供汚泥
の状態ですが、排水処理施設は土日
祝祭日は停止いたしますので採取日
初日は運転開始時の汚泥で、２日目
以降は通常運転中の汚泥と考えられ
ます。しかし、汚泥の状態にはあま
り変化は無いと考えています。

(株）荏原製作
所

7 実施方針、
別紙4

7 2 （3） 　別紙４の汚泥の供給について、第
１回（高濃度時）、第２回（低濃度
時）の2回汚泥の供給をいただきます
が、比較のため、通常運転時（平均
濃度時）の汚泥についても脱水実験
を行い、高濃度時、低濃度時のデー
タと比較検証すべきと考えます。ま
た、各汚泥について二次濃縮設備の
前後の汚泥についても実験を行う必
要があると考えますので、出来れ
ば、通常運転時に汚泥をいただけな
いでしょうか。

  別紙1参照 (株）荏原製作
所

8 実施方針 9 2 （4） ア
（オ）

　技術管理者はSPCの社員として設
置する必要がありますでしょうか、
あるいはSPCの構成企業あるいは協
力企業に設置していれば宜しいので
しょうか。

  産業廃棄物処理施設の設置者たるＳ
ＰＣは、当該施設の維持管理に関す
る技術上の業務を担当させるため、
その支配下に専従の技術管理者を置
かなければなりません。（廃掃法第
21条第１項）

三井物産㈱

9 実施方針 9 2 （4） ア
（オ）

　技術管理者はSPCに必ず設置され
なければならないのでしょうか。維
持管理業者等の委託先に帰属させる
ことは可能でしょうか。

  産業廃棄物処理施設の設置者たるＳ
ＰＣは、当該施設の維持管理に関す
る技術上の業務を担当させるため、
その支配下に専従の技術管理者を置
かなければなりません。（廃掃法第
21条第１項）

㈱UFJ銀行

10 実施方針 9 2 （4） ウ 　設計業務及び建設業務を実際に担
当する者に関して「応募者の構成員
であるか協力企業であるかは問わな
い」との記述がありますが、これ
は、設計業務及び建設業務を担当す
る者を審査時に選定の上、応募者の
構成員か協力企業であることを明記
した上で、資格審査をお願いすると
いう理解で宜しいでしょうか。

  御質問のとおりです。資格審査時に
設計業務及び建設業務を実際に担当
する者を御提示いただき、参加資格
の確認を行います。

三井物産㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

11 実施方針 10 2 （7） ア 　「・・県企業庁は提案書の全部又
は一部を使用できるものとする。ま
た、契約に至らなかった応募者の提
案については、本件公表以外には使
用せず、・・」とのことですが、採
用・不採用時の提案書公表の具体的
な項目、内容についてご教示下さ
い。

  提案書自体を直接公表することはあ
りません。落札者決定の際、「提案
審査講評」として提案の内容を公表
するものです。ただし、提出いただ
いた提案書は入札に関する書類とな
り、公文書とされますので、情報公
開請求の際には、提出者の意向を確
認の上、公開の対象となります。

㈱日立製作所

12 実施方針、
添付資料5

10 　計画条件に関して：設備譲渡後、
省エネルギー等の技術革新やその他
の理由によって設備改善、追加が望
ましくなった場合、県とＰＦＩ事業
者のどちらが実施することになるの
でしょうか。或いは、変更はあり得
ないのでしょうか。

  技術革新に伴う設備の改善や追加に
ついては、事業者の責任と費用負担
による限り、実施していただいて構
いません。（県企業庁が改善や追加
を要求する場合は、県企業庁の費用
負担となります。）法令変更に伴い
設備の改善や追加が義務付けられた
場合には、特定事業契約書（素案）
第53条第2項、第66条、第67条及び別
紙4に基づき対応することになりま
す。

月島機械㈱

13 実施方針、
添付資料5

10 　計画条件に関して：将来の浄水処
理において、凝集剤の変更（鉄系凝
集剤、高分子凝集剤など）や高度処
理の導入（活性炭、オゾンなど）に
よって①処理汚泥の脱水性が極度に
低下し、発生量の全量処理が困難に
なった場合②当初計画・実施してい
た発生土の有効利用が困難となった
場合、県とＰＦＩ事業者のどちらの
責となるのでしょうか。

  排水処理が①や②の状態になったと
き、その原因が浄水処理の変更な
ど、明らかに県企業庁の行為と判明
した場合には、県企業庁の責となり
ます。　しかし、河川水の水質の変
化等、明らかに県の責とはいえない
場合は、事業者は原因を調査し、業
務要求水準を満たすように改善する
必要があります。

月島機械㈱

14 実施方針 10 3 （1） 　「脱水実験に使用した汚泥」に対
し、運用期間中の汚泥の組成・性状
が異なる場合や毒物・油等の浄水処
理を停止する様な状況で生じる汚泥
を受け入れるリスクの分担について
ご提示願います。

  脱水実験用に提供した汚泥の組成や
性状は、必ずしも県企業庁が排出す
る汚泥の標準を示すのではありませ
ん。したがって、実際の運転期間中
に汚泥の質が異なることは十分予想
されますが、業務要求水準書（案）
別表１及び別表２に示された量の範
囲内において送泥される汚泥の受入
に関するリスクは事業者の負担とな
ります。
　また、油等が流入しても、活性炭
注入等により浄水処理を行った場合
に発生する汚泥は上記の範囲内であ
れば事業者は受け入れなければなり
ません。ただし、河川が著しく汚染
され浄水処理が不可能となった場合
は不可抗力となりますので、その際
のリスクは県企業庁の負担となりま
す。

富士電機㈱

15 実施方針 10 3 （1） 　本事業で受け入れる汚泥の量が計
画汚泥量から変動するリスクの分担
についてご提示願います。

  業務要求水準書（案）の別表１及び
別表２に示した範囲を超える場合の
リスクは県企業庁の負担となり、上
記範囲を超えない場合のリスクは事
業者の負担となります。

富士電機㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

16 実施方針 11 3 （5） イ 　サービス購入料のペナルティーに
よる減額の対象に新設設備等整備の
割賦代金が含まれておりますが、見
直されるお考えはありますでしょう
か。

  見直す考えはありません。別紙８で
示したとおり、サービス購入料は、
実施方針に定める事業範囲にかかる
すべてのサービスを、事業者の責任
により一体として提供されることに
対する対価であるため、これらの債
務については一体不可分であると考
えております。したがって、減額対
象はサービス購入料全体に対するも
のとなり、結果として割賦代金相当
分に該当する部分にも及ぶことが考
えられます。

富士電機㈱

17 実施方針 11 3 （5） イ 　特定事業契約書13条にも関係いた
しますが、事業者による、合理的な
改正に基づく変更の結果、得られる
費用減少効果については、特定事業
契約書　第3条2項の趣旨に沿って、
事業者にも還元して頂く事のご検討
は可能でしょうか。

  設計変更による費用減少効果につい
ては、特定事業契約書（素案）第13
条第5項及び第6項において、次のよ
うに定めています。①設計変更によ
り設計・建設に係る費用が減少した
場合、県企業庁はサービス購入料を
当該減少額相当分、減額させること
ができる。②設計変更により維持管
理・運営に係る費用が減少した場
合、県企業庁は関係者協議会におい
て協議の上、サービス購入料を当該
減少相当分、減額させることができ
る。（実際の対応については、個別
具体の事案毎に、その都度検討しま
す。）なお、維持管理・運営期間中
の工夫により、維持管理・運営費に
ついて費用減少効果があった場合、
サービス購入料の減額はいたしませ
ん。

日本鋼管㈱

18 実施方針 11 3 （5） 　「工事監理者」に制限はあります
か（設計者、施工者とは別とする
等）。

  特段の定めは設けませんので、関係
法令の規定に従って下さい。なお、
工事監理者がグループ構成員あるい
は協力企業であるか否かは問いませ
ん。

三井物産㈱

19 実施方針 11 4 （1） 　建設期間中に事業用地以外の場所
を一時的に使用する事は可能か。(建
設資材置き場等)

  不可能です。事業用地で資材置場等
としてのスペースは充足できると考
えますが、不足する場合は、事業者
の負担で寒川浄水場の敷地以外の場
所を確保してください。

富士電機㈱

20 実施方針 12 4 （2） 　現状の土壌が汚染されていること
が判明した場合は、企業庁の費用負
担にて汚染処理して頂けるとの理解
で宜しいでしょうか。

  御質問のとおりです。 三井物産㈱

21 実施方針、
特定事業契
約書（素
案）、
実施方針等
Q&A

12
15

4
3節
Q35

（3） （イ） 　「脱水ケーキを園芸用土等、セメ
ント原料以外に再生利用することを
可能とするため、業務要求水準書
（案）に示す条件下において、脱水
ケーキの含水率を３５％以下とする
脱水能力を有する施設の整備を必須
条件とする」とのことですが、脱水
ケーキを「園芸用土等」に使用する
ために３５％を必ず満足すべき具体
的な必要性・用途をご教示下さい。

  他事業者へのヒアリング等を実施し
た結果、園芸用土の原材料として販
売する場合、含水率を３５％まで落
とすことが必要であると判断しまし
た。

㈱日立製作所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

22 実施方針、
参考資料集
（案）

13 4
参考
資料3

（4） ア 　「・・排水処理施設の敷地内にお
いては、脱水ケーキの加工及び販売
は行えない。」との記載があります
が、脱水ケーキの加工とは具体的に
どのようなことを指しているので
しょうか。また、参考資料３の各社
脱水実験結果から、脱水機のみでは
含水率が大きい状況から破砕、乾燥
の工程を追加する必要があると考え
ます。この破砕、乾燥工程は脱水
ケーキの加工には該当しないと考え
て宜しいでしょうか。

  「脱水ケーキの加工」とは、具体的
には、製品化するために他の原料を
混合すること等を意味します。破砕
や乾燥は、ここで言う「脱水ケーキ
の加工」には該当しません。なお、
排水処理施設の敷地内で、販売のた
めの袋詰等を行うことはできませ
ん。

㈱日立製作所

23 実施方針、
添付資料7

13 4 （4） ア 　ケーキの再生利用の為の前処理と
して、新設施設内で脱水ケーキ破
砕・造粒・篩い分け・混合（有効利
用製品原料との）は行っても良いで
しょうか。

  脱水ケーキの破砕・造粒・篩い分け
は行っていただいて構いません。た
だし、有効利用製品原料との混合は
できません。

月島機械㈱

24 実施方針 13 4 (4) ア 　「なお、排水処理施設の敷地内に
おいては、脱水ケーキの加工及販売
は行えない。」とありますが、
（１） 乾燥までの工程、または乾燥
後の工程で造粒（添加剤有・無）程
度の加工は認められますか。（２）
仮に脱水、または乾燥したままの状
態で販売できても販売は不可です
か。

  乾燥工程又は乾燥後の工程における
造粒は「脱水ケーキの加工」には含
みませんので、実施していただいて
構いません。ただし、製品化するた
めの他の原料との混合はできませ
ん。また、仮に脱水又は乾燥したま
まの状態で販売できたとしても、再
生利用先の受入事業者が、排水処理
施設の敷地内にある脱水ケーキを、
トラック等の運搬車両で直接運び出
す場合を除き、原則として販売行為
は禁止です。排水処理施設の敷地内
に店舗等を設け、不特定多数の相手
に脱水ケーキを販売することはでき
ません。
   なお、廃掃法の取扱いについて、
別紙２を御参照ください。

日立造船（株）

25 実施方針、
参考資料集
（案）

13 4
参考
資料
5-3

（4） イ 　「県企業庁は、総合排泥池および
濃縮槽の老朽化に関する調査を行
い、・・公表する。」は、参考資料
５－３機械設備修理履歴・修理予定
表も関連するかと思います。ついて
は、参考資料５－３機械設備修理履
歴において、頻繁に行われている修
理の具体的内容を詳細に（本体構造
を含む修理なのか、摺動部のメンテ
ナンスなのか等）ご教示下さい。

  参考資料5-3機械設備修理履歴・修
理予定表に記載されている修理につ
いては、参考資料5-4電気機械設備点
検保守基準抜粋にある点検で更新及
び修繕が必要な箇所が見つかった場
合に、予算計上し実施しているもの
です。その内容としては、一概にど
の部分が頻繁に修理されているかは
把握できていませんが、電気機械設
備全般において更新及び修繕を行っ
ているのが現状です。

㈱日立製作所

26 実施方針 13 4 （4） 　現行の脱水方式により生産してい
る脱水ケーキを参考用に少量分けて
いただくか、借用させていただくこ
とは可能ですか？

  別紙1参照 清水建設㈱

27 実施方針 14 8 （1） ア 　まず、脱水ケーキをグリーン調達
品目として、環境省へ連名で申請す
ることは可能でしょうか。

  「環境物品等の調達の推進に関する
基本方針」における特定調達物品に
関する環境省への提案についての御
質問かと思いますが、その御趣旨で
あれば、契約締結以前での連名提案
はできません。ただし、契約締結後
については、事業者の提案内容次第
では、連名提案の可否を検討しま
す。

㈱日立製作所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

28 実施方針、
特定事業契
約書（素
案）

14 8、28
条

（2） 　生活環境影響調査は、廃棄物処理
施設の申請を行うために実施するも
のですが、廃棄物処理施設の申請者
は県企業庁と事業者の連名ですか
どちらか単独ですか。

  産業廃棄物処理施設設置許可及び産
業廃棄物処理業許可の申請者はＳＰ
Ｃ単独です。

㈱日立製作所

29 実施方針 14 8 （3） 　債務負担行為の設定が議会承認さ
れない場合やその他、県企業庁側の
事情で本特定事業が契約に至らな
かった場合には、それまでに事業者
側が負担した応札準備に掛かった費
用を県企業庁側にご負担いただく 事
について検討の余地はございます
か。

  債務負担行為の設定が議会承認され
ない場合は、入札の実施ができませ
ん。その場合、準備に掛かった費用
については各自負担してください。
また、落札者の決定後、県企業庁か
ら契約の締結を拒否することは入札
制度上できませんので、落札者決定
後に県企業庁側の事情で契約締結に
至らないということは想定できませ
ん。
　なお、実施方針添付資料5の注１
「契約の当事者双方が原因によりそ
れぞれ分担する。」は、「契約の当
事者がそれぞれ分担する。」に訂正
します。

月島機械㈱

30 実施方針、
実施方針等
Q&A

14 8、
Q22

（3） 　議会の議決とは、企業庁の長期債
務負担行為を承認するものであり、
これにより事業期間のサービス購入
費支払の上限額が決定されるという
理解でよろしいでしょうか。その場
合、応札者は事前に設定された債務
負担額以内の価格提案を行なう必要
があると考えられますが、同上限額
については事前に開示されるので
しょうか？

   前段については、御質問のとおり
です。後段の債務負担行為設定額に
ついては、議案提出時において県企
業会計予算議案として閲覧可能とな
ります。また、入札説明書におい
て、議決後の債務負担行為設定額に
基づいた参考価格（入札予定価格の
目安となる価格）を公表します。

三井物産㈱

31 実施方針 14 8 （1） 　環境への配慮等にあたって、事業
者が独自に補助金を受給申請しても
よろしいでしょうか。

  事業者の責任と費用負担で対応する
限り構いません。なお、提案された
内容は実現していただく必要があり
ますので、仮に補助金が交付されな
い場合でも、提案どおりの対応をし
ていただきます。

富士電機㈱

32 実施方針 14 8 （1） 　排水処理施設が省エネ法対象施設
となる場合、年次毎の改善に必要な
設備投資は予め事業者側にて見込む
のでしょうか。

  御質問のとおりです。 富士電機㈱



実施方針　添付資料に関する質問回答書

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

33 添付資料4 　給水・排水に関して：新排水処理
施設で使用する上水道は全て一般配
水管からの有償給水となるのでしょ
うか。あるいは、直接浄水場から無
償給水して頂けるのでしょうか。

 　排水処理施設で使用する水道水に
ついては、水道使用料を徴収いたし
ます。（ただし、水道利用加入金は
徴収しません。）
別紙３参照

月島機械㈱

34 添付資料5 　住民対応リスクにおいて施設建設
上の住民同意(必要であれば！)は県
企業庁の範囲として理解しますが宜
しいでしょうか、御教示願います。

   法的には住民同意を求められる施
設ではありませんが、何らかの理由
で施設の設置自体に住民同意が求め
られる場合には、県企業庁が対応し
ます。ただし、法令等により施設の
建設に際して住民説明が必要となる
場合は、事業者対応となります。

(株）荏原製作
所

35 添付資料5 　施設瑕疵の１0年は重大かしと解釈
してよろしいでしょうか、ご教示願
います。

  「重大かし」が民法第634条第1項但
書の「瑕疵が重要ならざる場合」と
の対比で用いられる意味を有すると
の理解が正しいことを前提とします
と、特定事業契約書第32条第2項で規
定する瑕疵担保責任の存続期間の10
年は「重大かし」には限定されない
ものと考えます。

(株）荏原製作
所

36 添付資料5 　施設に瑕疵が見つかった場合１0年
目までとは、施設はBTOで所有は県
企業庁です。それ以降に運営期間中
瑕疵を発見した場合の責任及び費用
負担は県企業庁と理解して宜しいで
しょうかご教示願います

   県企業庁が10年目以降に瑕疵を発
見した場合、瑕疵担保責任を理由に
事業者に対して当該瑕疵の補修を請
求することはありません。ただし、
瑕疵担保責任とは関係無く、維持管
理・運営期間中は原則として事業者
の責任と費用負担で施設の補修を
行っていただきますので、排水処理
施設の補修費用は事業者負担となり
ます。特定事業契約書（素案）第32
条、第37条及び第40条を参照してく
ださい。

(株）荏原製作
所

37 添付資料5 　機器更新について不具合が発生し
た場合のリスクを事業者負担とあり
ますが、その更新設備の所有を事業
者にする事は、県企業庁の所有設備
の上に事業者の担保設定を認める事
は可能でしょうかご教示願います。

   更新後の機器の所有権は県企業庁
に帰属します。また、県企業庁の所
有設備への担保設定はできません。

(株）荏原製作
所

38 添付資料5 　劣化によるものを事業者負担者と
するとありますが、過大リスクを事
業者に移転するものでは無いでしょ
うか。また、特定事業契約書（４
３）排水処理施設維持管理・運営業
務には性能等の現状をそのままの状
態に保ちと定義しています。現状を
そのままとはどのような定義か具体
的事例でご教示願います。そもそも
水を含んだ汚泥を処理する設備は空
気中の水分に依っても酸化現象で劣
化します。すべての構造物は経年変
化で劣化は起こります。そのものを
事業者負担とする事は事業者の経営
を不安定化する要因と考えます。再
考を願います。

   「現状をそのままの状態で保ち」
とは、新設施設と濃縮施設の性能等
を、業務要求水準及び事業者が提案
書において自ら提案したサービス水
準が達成できる状態に保つという意
味です。したがって、業務要求水準
や提案されたサービス水準を達成で
きる状態にある限りは、御質問にあ
るような経年劣化については、やむ
を得ないものと考えております。

(株）荏原製作
所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

39 添付資料5 2 　施設瑕疵リスクにおいて施設に瑕
疵が見つかった場合（１０年ま
で）、事業者のリスク負担とありま
す。この瑕疵の具体的な定義をお教
え下さい。

   瑕疵とは、目的物の欠陥・欠点・
不備を指し、その物が当然有すべき
性質を有しないこと、取引上普通に
要求される品質が欠けていることな
ど、不完全な状態を言います。

(株）荏原製作
所

40 添付資料7 　「加工」の定義とは、生成された
脱水ケーキを製品化するために添加
物等を加えることであり、脱水ケー
キ生成過程での破砕、造粒、ふるい
わけ等は「加工」にはならないとい
う理解で宜しいでしょうか。

   「加工」の定義については、御質
問のとおりです。なお、排水処理施
設の敷地内では、販売のための袋詰
等はできません。

三井物産㈱

41 添付資料8、
特定事業契
約書（素
案）

1、
34

1、
1

（2）
、
（2）

イ、
イ

　「維持管理・運営期間中のｻｰﾋﾞｽ
購入料について、金利リスクは双方
が、物価リスクは主として県企業庁
が負うもの・・」とするとのことで
すが、提案書の受け付けから事業運
営開始まで２年半以上ありますの
で、運営初年度のｻｰﾋﾞｽ購入料につ
いて、提案書作成時の値との金利変
動、物価変動についてどのように改
定するのかご教示下さい。（保守管
理費は契約時（提案書値？）の金額
とありますが、他の項目（人件費、
電気代・燃料費等）については提案
書作成時との変動率により改定され
ると考えてよろしいでしょうか。）

   提案書の受付けから事業運営開始
までの間の金利リスク及び物価リス
クは事業者の負担とし、その間に金
利や物価が変動しても、これを理由
としたサービス購入料の見直しは行
いません。

㈱日立製作所

42 添付資料8、
特定事業契
約書（素
案）

3、
15

1
40条

（4） イ 　保守管理費に関して、実施時期、
費用を記載した長期修繕計画を事前
に提出する一方で、サービス対価の
支払いは「四半期毎に業務実施の確
認が出来たものに対し、一括で支払
う」とありますが、これは実際に役
務が発生した時点での支払い(即ち事
業者における修繕積立ては発生しな
い)との理解で宜しいでしょうか。事
業者において修繕積立てを行なう場
合、同積立金は課税対象となるた
め、提案価格(企業庁にとっての財政
負担額)の増加に繋がります。

 　御質問のとおりです。保守管理に
対するサービス購入料は、提案され
た長期修繕計画の実施時期、費用に
従い支払います。したがって、原則
として長期修繕計画どおりに保守管
理（修繕を含む。）を行っていただ
きますが、計画変更が必要となる場
合には、関係者協議会で協議するこ
とになります。

三井物産㈱

43 添付資料8 4 1 (4) イ 　脱水ケーキ再生利用量は、固形物
発生量（含水率０％換算）で計測す
るとありますが、どの工程部分で測
定するかサンプリング数、含水率測
定法等具体的測定手法が貴庁から提
示されると考えてよろしいでしょう
か、それとも応募者の提案内容に含
まれるのでしょうかご教示願いま
す。

 　測定個所、測定方法等について
は、応募者の提案によります。記載
項目等詳細につきましては、入札公
告時にお示しします。

(株）荏原製作
所

44 添付資料8 8 2 （2） イ 　（ウ）金利の改定 ａ調達金利の内
訳で、「次に示す基準金利と提案さ
れたスプレッドの合計とする。」と
ありますが、提案段階においては、
応募要項等に提案用の基準金利が示
されると考えてよろしいでしょう
か。ご教示願います。

  入札時に提出していただく提案書に
使用する基準金利は、入札公告時に
お示しします。

(株）荏原製作
所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

45 添付資料8、
添付資料9

4、
6～7

　脱水ケーキ再生利用確認方法とし
て,再生利用された脱水ケーキの量の
確認・支払は、受け入れ先から提出
された「受容れ証明書」によるもの
とする等の記載があります。一方、
不法投棄、合法的最終処分場への搬
入に対してはペナルティー条項が準
備されております。このことは、再
生利用先の入り口における量の確認
のみでなく、再生利用先の中間工
程、最終製品等に関しても再生利用
に係る何らかのデータ提示を「ある
期間毎」に要求される可能性がある
と理解すべきでしょうかご教示願い
ます。

 　事業者が契約どおりに脱水ケーキ
の再生利用を行っているか否かにつ
いては、再生利用の受入先が発行す
る「受入証明書」によって確認しま
す。したがって、御質問で言われて
いるところの「再生利用先の入口」
での確認となります。

(株）荏原製作
所

46 添付資料9 4 2 （2） ア 　サービス購入料総額が減額の対象
になるとの事ですが、事業者の資 金
調達が困難になる可能性があると考
えられます。減額の対象を維持管
理・運営費・再生利用業務費に限る
ことにする ように検討いただけない
でしょうか

  検討の余地はありません。別紙８で
示したとおり、サービス購入料は、
実施方針に定める事業範囲にかかる
すべてのサービスを、事業者の責任
により一体として提供されることに
対する対価であるため、これらの債
務については一体不可分であると考
えております。したがって、減額対
象はサービス購入料全体に対するも
のとなり、結果として割賦代金相当
分に該当する部分にも及ぶことが考
えられます。

月島機械㈱

47 添付資料9 2 2 　サービス購入料の減額対象が｢新設
施設等整備の割賦代金及びこれにか
かる支払利息｣を含めたものになりま
すと、資金調達が非常に困難となる
と考えられます。「新設施設等整備
の割賦代金及びこれにかかる支払利
息」部分を減額対象から外して頂く
ことは可能でしょうか。

   不可能です。別紙８で示したとお
り、サービス購入料は、実施方針に
定める事業範囲にかかるすべての
サービスを、事業者の責任により一
体として提供されることに対する対
価であるため、これらの債務につい
ては一体不可分であると考えており
ます。したがって、減額対象はサー
ビス購入料全体に対するものとな
り、結果として割賦代金相当分に該
当する部分にも及ぶことが考えられ
ます。

三井物産㈱

48 添付資料10 ※４ 　「直接協定の協議開始前に融資契
約がほぼ合意していること」とはど
のようなレベルを指しているので
しょうか？

   平成15年度中に金融機関との直接
協定の締結を予定しており、直接協
定の協議を円滑に進めるため、融資
に係るタームシート（融資契約に係
る条件規定書）を御提示いただくこ
とを想定しています。

㈱UFJ銀行

49 添付資料11 　「サービス購入料等をも含む事業
性に係る書類」も提出書類として追
加されるものと理解しておりますが
よろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

   御質問のとおりです。添付資料11
は、主に技術的な審査に必要となる
書類を一覧表にしたものです。御質
問の内容に当たる資料についても提
出していただく予定です。詳細は入
札公告時にお示しします。

(株）荏原製作
所



業務要求水準書（案）に関する質問回答書

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

50 業務要求水
準書(案）

2
別表
1,2

2 (3) 　固形物発生量　　月平均・・・・
３４０ｄｓ－ｔ/月　　月最大・・・
２５００ｄｓ－ｔ/月　　年平
均・・・４０８０ｄｓ－ｔ/年　　年
最大・・・７０００ｄｓ－ｔ/年とあ
りますが、（１） 本数値は、石灰
（助剤）が入っていない数値です
ね？（２） 参考資料集の排水処理実
績との整合性はどうなりますか？

  （1）御質問のとおりです。
  （2）実績値は、現行の施設におけ
る過去の固形物処理量を示していま
す。　業務要求水準書（案）で示し
た固形物発生量は、現在稼働中の排
水処理施設の問題点等を整理し、排
水処理業務が浄水処理業務へ影響を
与えないような安全性及び過去デー
タの検証を行った上で、維持管理・
運営期間中に必要と考えられる施設
能力を設定したものであるため、実
績値と比較して値が異なっていま
す。

日立造船（株）

51 業務要求水
準書(案）、

特定事業契
約書（素
案）、

参考資料集
（案）

2、別
表1,2

14、
32

14

2

38
条、

上の
表

(3) 　固形物発生量について、①業務要
求水準書（案）に記載されいる前提
条件及び特定事業契約書（素案）に
記載されている固形物発生量と、②
参考資料に記載されている実績値に
差がありますが、特に月最大値の固
形物発生量は約4.4倍異なっておりま
す。
　脱水機の能力設定にあたり、①の
前提条件及び固形物発生量に記載さ
れている月最大値の2,500ds-ton/月の
固形物発生量を計画条件とすること
でよろしいでしょうか。脱水機の必
要日最大処理能力（ds-ton/日）とあ
わせて教えて下さい。

　計画固形物発生量は月最大値
2,500ds-t/月となります。脱水機の必
要日最大能力は、事業者が提案する
稼働計画により異なります。

大成建設(株）

52 業務要求水
準書（案）

2、別
表1

2 （3） 　別表1では、固形物発生量が月平均
340ds-t/月、月最大2,500ds-t/月と記
載されていますが、参考資料集の参
考資料2-2排水処理実績（月別固形物
発生量(t-ds/月））は平均243.4,最大
568.9（但し、実績データは1982年4月
～2002年3月）となっています。特に
月最大で大きな差が生じています
が、理由を教えて下さい。

  実績値は、現行の施設における過去
の固形物処理量を示しています。
業務要求水準書（案）で示した固形
物発生量は、現在稼働中の排水処理
施設の問題点等を整理し、排水処理
業務が浄水処理業務へ影響を与えな
いような安全性及び過去データの検
証を行った上で、維持管理・運営期
間中に必要と考えられる施設能力を
設定したものであるため、実績値と
比較して値が異なっています。

清水建設㈱

53 業務要求水
準書（案）

3 3 （1） 　「・・汚泥の受入に当たっては、
浄水場と連絡を密にするとともに河
川の水質を考慮した施設運営を行う
こと。」とありますが、汚泥および
脱水ケーキ全量受入の条件として、
浄水施設からの発生物として含有重
金属等の溶出は関係法規に関し問題
ないことが、担保されていると考え
てよろしいでしょうか。また、何ら
かの理由で受入を拒否することは可
能でしょうか。（河川事故等で汚染
された汚泥について拒否することは
できますか。）

 　浄水場から送泥する汚泥に含まれ
る金属等は、浄水場で注入するアル
ミニウム（凝集剤）以外は、原水に
由来するものです。したがって、県
企業庁は、脱水ケーキから溶出する
金属等の量について、関係法規に関
して問題ないことを担保することは
できませんが、県企業庁が自主的に
実施している脱水ケーキの溶出試験
結果を別紙４に示しますので参考に
してください。
　また、河川事故により油等が流入
しても、活性炭注入等により浄水処
理を行った場合に発生する汚泥は業
務要求水準書（案）別表１及び別表
２の範囲内であれば事業者は受け入
れなければなりません。ただし、浄
水処理が不可能な程河川が汚染され
た場合は不可抗力となりますので、
その際に汚染された汚泥の処理リス
クは県企業庁の負担となります。

㈱日立製作所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

54 業務要求水
準書（案）

4 3 （7） 　機器製作仕様は、企業庁の定めた
ガイドラインに準拠する必要があり
ますか。

　業務要求水準書に適合すれば結構
です。なお、県企業庁で定めたガイ
ドラインは存在しません。

富士電機㈱

55 業務要求水
準書（案）

4 （4） 　返送水に関して：業務要求水準書
（案）４ページでは、「返送水中に
懸濁物質、塩素消費物質（有機物
質、還元性無機物質、アンモニア性
窒素）、汚泥の腐敗等に起因する臭
気物質が高濃度に含まれると、浄水
場において薬品注入が追随できず処
理に重大な支障を与えることにな
る。」と記載されていますが現状の
返送水質はどうなっているのでしょ
うか。

 　脱水処理が良好に行われ、総合排
泥池の汚泥界面が低く維持されてい
る状況下においては濁度１０度以下
です。そして、これまでの経験か
ら、濁度が１０度以下であれば、浄
水処理に支障を来すことは無いと考
えています。
　しかし、脱水処理が滞り、濃縮施
設に汚泥が堆積するとキャリーオー
バーを起こして返送水濁度が上昇
し、浄水処理に支障を来すこともあ
ります。業務要求水準書（案）の内
容は、このようなことが起こらない
ように、適切な脱水設備規模の設定
及び運転を行っていただくための記
載です。

月島機械㈱

56 業務要求水
準書（案）

4 （4） ウ 　給水した水道水の一部、或いは全
量を返送水として、浄水場に返送し
ても良いでしょうか。

　排水処理工程において水道水を使
用する場合、その排水は総合排泥池
に流入させてその上澄水を浄水場に
返送しなければなりません。ただ
し、排水処理工程において使用した
水を再利用することは可能です。
　なお、事務所等で使用する生活雑
排水は返送できませんので、下水道
放流等適切に処理して下さい。

月島機械㈱

57 業務要求水
準書（案）

4 3 （4） 　高濁度時には、浄水処理が優先さ
れる為、総合排泥池から返送ピット
へ、オーバーフローする事も考えら
れ、その場合返送水は濁度１０度を
超えてしまう事が十分予想されま
す。このような、上流側の如何なる
操作に対しても、濁度１０度以下を
確保する事は困難ではないかと思い
ます。通常時は原水も低濁度ですの
で、返送水濁度を１０度以下とする
事は必要ですが、高濁度時には、そ
こまでの水準が必要なのでしょう
か。　ペナルテイ事項に定められて
いる事も有り、併せてその必要性を
ご質問させて頂きます。

　一般的に高濁度時の汚泥は沈降性
が良く、これまでの寒川浄水場の経
験からも、高濁度時に返送水が濁る
ことは考え難いと思われますが、高
濁度が予想される洪水期には総合排
泥池の貯泥量を低く保つ等の措置は
必要と考えます。
　また、排水処理施設に送られた汚
泥は浄水処理により分離された不要
物であり、汚泥は排水処理施設内に
長期間滞留しているため、河川水中
の懸濁物質に比べて塩素消費量が多
くなる可能性があるため、たとえ高
濁度時であっても返送水の水質は１
０度以下に保つ必要があると考えて
います。
　なお、県企業庁と事業者は、特定
事業契約書（素案）第38条第3項に基
づき、送泥計画に基づく送泥及び汚
泥の受け入れの円滑化を図るための
調整を行うこととしています。

日本鋼管㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

58 業務要求水
準書（案）

2、4 2、3 （4）
、
（6）

　既存の脱水機棟の諸元（平面寸
法、高さ、階数、延床面積）及び仕
上げ材料（屋根、外壁､内壁、床）、
構造仕様（柱、梁、基礎）について
ご教示下さい。

　構造種別　鉄骨造
　建物規模　平面寸法　35.0m×27.0m
　　　　　　階数　２階
　　　　　　階高　２階　4.0ｍ
　　　　　　　　　１階　4.6ｍ、13.6ｍ
　　　　　　面積　２階　448.84㎡
　　　　　　　　　１階　975.62㎡
　　　　　　　　　　　　1424.46㎡
　基礎形式　杭基礎
　　　　　　使用杭　ＰＣﾊﾟｲﾙ　300φ
　柱　　　　H-350×350×12×19
　梁　　　　X軸：H-400×200×8×13
　　　　　 Y軸：H-390×350×10×16
　仕上概要　屋上　長尺鉄板折版葺き
　　　　　　床　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
　　　　　　　　　CHPL-4.5OP
　　　　　　外壁　ALC版t=100
　　　　　　　　　ﾘｼﾝ吹き付け
　　　　　　内壁　ALC版t=100
　　　　　　　　　色ｾﾒﾝﾄ吹き付け

　

清水建設㈱

59 業務要求水
準書（案）

4 3 （7） 　事業終了後の施設引渡し時におけ
る施設の必要最低機能項目は、どの
ように考えればよろしいでしょう
か。

 　計画汚泥量を受け入れ、全量を含
水率３５％以下の脱水ケーキとし、
所定の水質にて上澄水を返送するこ
と等、業務要求水準書（案）で求め
る排水処理施設の機能をすべて有し
ていることが必要です。

富士電機㈱

60 業務要求水
準書（案）

4、5 （7）
、
（14）

　事業期間中、現在予見不可能な技
術革新により、排水処理施設(新設施
設・濃縮施設)が著しく陳腐化し経済
性を有しない物となった場合、その
維持・管理または事業期間終了後の
運転水準を見直す可能性はあります
か。

　御質問のとおりの状況となった場
合は、見直す可能性はあります。

富士電機㈱

61 業務要求水
準書（案）

5 3 （11） 　本件事業は水道法による第三者へ
の業務委託に該当しますか。該当す
るならば、「受託水道技術管理者」
（法第２４条の３第３項）の配置要
件となりますか。該当するならば、
「受託水道技術管理者」（法第２４
条の３第３項）の配置要件となりま
すか。ご教示願います。

　本件事業においては、水道法によ
る第三者への業務委託に該当しない
ため、水道法第２４条の３第３項に
規定する受託水道業務技術管理者の
設置は必要ありません。

(株）荏原製作
所

62 業務要求水
準書（案）

別表
1、2

　本表で提示されている月間及び年
間の固形物発生量が、頒布資料『寒
川浄水場排水処理施設更新等事業に
関する参考資料集』に記載されてい
る排水処理実績（12、14ページ）と
著しく異なるのは何故でしょうか？
〔特に月最大の固形物発生量（2,500
t-ds）が最大月の排水処理実績
（568.9 t-ds）に比べて4.4倍と大きい
値となっています〕

　実績値は、現行の施設における過
去の固形物処理量を示しています。
業務要求水準書（案）で示した固形
物発生量は、現在稼働中の排水処理
施設の問題点等を整理し、排水処理
業務が浄水処理業務へ影響を与えな
いような安全性及び過去データの検
証を行った上で、維持管理・運営期
間中に必要と考えられる施設能力を
設定したものであるため、実績値と
比較して値が異なっています。

㈱間組



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

63 業務要求水
準書
（案）、
特定事業契
約書（素
案）

別表
1、
別紙

　業務要求水準書の別表１及び特定
事業契約書の別紙５の固形物発生量
ですが、月最大2500ds-ton/月とあり
ますが、｢寒川浄水場排水処理施設更
新等事業に関する参考資料集｣の排水
処理過去実績データをみても最大
568.9ds-ton/月です。月最大2500ds-
ton/月という値は余裕を考慮したも
のでしょうか。ご教示お願います。

　実績値は、現行の施設における過
去の固形物処理量を示しています。
業務要求水準書（案）で示した固形
物発生量は、現在稼働中の排水処理
施設の問題点等を整理し、排水処理
業務が浄水処理業務へ影響を与えな
いような安全性及び過去データの検
証を行った上で、維持管理・運営期
間中に必要と考えられる施設能力を
設定したものであるため、実績値と
比較して値が異なっています。

(株）荏原製作
所

64 業務要求水
準書（案）

別表
1、
別紙

　固形物発生量の月平均及び月最大
発生量の算出根拠を御教示願いま
す。

　業務要求水準書（案）で示した固
形物発生量は、現在稼働中の排水処
理施設の問題点等を整理し、排水処
理業務が浄水処理業務へ影響を与え
ないような安全性及び過去データの
検証を行った上で、維持管理・運営
期間中に必要と考えられる施設能力
を設定したものであるため、実績値
と比較して値が異なっています。

(株）荏原製作
所

65 業務要求水
準所（案）

別図1 　配置・設備フローに関して：新施
設用地の整地後のグランドレベル
は、どのように設定されるのでしょ
うか。

　前面の道路のレベルに設定しま
す。

月島機械㈱



特定事業契約書（素案）に関する質問回答書

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

66 特定事業契
約書（素
案）

3 1条 (43)
(44)

　新設施設と濃縮施設の性能等の現
状をそのままの状態に保ちとありま
すが、既存設備が原因でのトラブル
発生は不可抗力の人為的な現象のう
ち通常の予見可能な範囲外と理解し
て宜しいでしょうかご教示願いま
す。

  濃縮施設は運転に支障のない状態
で、事業者に引き渡しますが、維持
管理・運営期間中に濃縮施設が原因
で発生したトラブルについては、原
則として事業者の責任において対処
していただきます。ただし、濃縮施
設のうち、総合排泥池や濃縮槽のコ
ンクリート構築物（手摺、歩廊等を
除く本体部分）の固有の原因により
発生したトラブルについては、県企
業庁の帰責事由による損害となりま
す。
  なお、事業者のメンテナンスの不
備、オペレーションミスにより、濃
縮施設に損害を与えた場合は事業者
の帰責事由となります。

(株）荏原製作
所

67 特定事業契
約書（素
案）

3 1条 (44) 　定義として、自然的または人為的
現象のうち通常の予見可能な範囲外
のもの（水準が定められている場合
にはその水準を越えるものに限る）
とあるが、汚泥水質においては取水
及び浄水場と連動した水質である以
上、水質汚染事故と活性炭の使用、
取水不適物質の混入及び水量増加
（現段階は数量は不明）は予見可能
な範囲外と解釈し掛かる費用及び損
害は県企業庁の負担と理解して宜し
いでしょうかご教示願います。

  御質問に記載の状況は原則として予
見可能な範囲内に分類され、費用及
び損害は事業者負担となります。た
だし、過去に例がない規模の水質汚
染事故等が発生した場合は個別に判
断することになります。

(株）荏原製作
所

68 特定事業契
約書（素
案）

1,2,3 1条 （7） 　既存管路とは、現在使用中の連絡
管をいう。その連絡管の管理は事業
者となっていますが同条〔１８〕
（４２）で示す｢修繕｣は適用範囲外
と理解して宜しいでしょうかご教示
願います。

  責任分界点内のものは事業者の責任
及び負担で修繕していただきます。
  実施方針  添付資料１  本件事業に関
する用語の定義  施設関連用語概念図
を御参照ください。

(株）荏原製作
所

69 特定事業契
約書（素
案）

3 1条 （44） 　自然的または人為的な現象のうち
予見可能な範囲外のものとは、浄水
場建設及び運営実績の多い団体と少
ない団体とでは基準が異なる恐れが
ある。通常予見可能な範囲とはどの
ような項目か明確にしていただきた
い。御教示願います。

   各事業者により基準が異なること
のないよう定義付けをしておりま
す。予見可能か否かはその事象及び
それを取り巻く状況により判断され
るべきものであり、明示することは
できません。

(株）荏原製作
所

70 特定事業契
約書（素
案）

3 1条 （44） 　県企業庁より送泥される汚泥の品
質に係る「水準」は示されるので
しょうか。ご教示願います。

  水道水にとって不要な物質を河川水
中から除去したものの集合体が汚泥
です。したがってその品質は河川の
流量や水質、気象条件など様々な要
因により決定されるため、水準を示
すことは困難であると考えます。

(株）荏原製作
所

71 特定事業契
約書（素
案）

3 1条 （44) 　不可抗力の豪雨とは、本浄水場排
水処理施設に影響を及ぼす地域を含
む豪雨と理解して宜しいでしょうか
ご教示願います。

  不可抗力の豪雨とは、本浄水場排水
処理施設に直接影響を及ぼす地域へ
の豪雨をさします。

(株）荏原製作
所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

72 特定事業契
約書（素
案）

5 5条 1、2項 　「特段の規定がある場合」とあり
ますが、具体的にはどのような場合
でしょうか。又事業者は「財政上及
び金融上の支援が適用されるよう努
力するものとする」とありますが、
県企業庁殿より提供される支援には
どのようなものがあるのでしょう
か。

  質問前段について、例えば、特定事
業契約書（素案）第13条第２項「県
企業庁は、（中略）、その増加費用
を負担する。」、同第24条第２項
「県企業庁は、（中略）増加費用又
は被った合理的な損害を負担す
る。」等が該当します。
  質問後段について、県企業庁が財政
上及び金融上の支援を提供すること
は有りません。

日本鋼管㈱

73 特定事業契
約書（素
案）

5 5条 2 　事業者の努力によって、得られた
財政上・金融上の支援により、もた
らすメリットは県企業庁だけでなく
事業者側にも享受されるべきものと
考えますが、如何でしょうか。

   御意見として承ります。
   他の、例えば、技術的提案と同様
に、県企業庁の負担軽減につながる
よう努めていただく趣旨です。
   なお、日本政策投資銀行の無利子
融資
（http://www8.cao.go.jp/pfi/h14_dbj_mu
rishi.html）が受けられた際に発生する
メリットは、事業者に還元されま
す。

月島機械㈱

74 特定事業契
約書（素
案）

5 9条 1項 　許認可は事業者責任及び費用とあ
りますが、神奈川県産業廃棄物中間
処理指導指針抜粋4-1-2処理能力は現
在、規定は削除と記載されている。
記載不要と理解してよろしでしょう
か、それとも、4-3-1計画処理量と計
画性状の把握で示される汚泥の固形
分の量あるいは含水量を持って処理
能力の算定基礎とし提案者が自ら設
定し事業者リスクと判断するので
しょうかご教示願います。

  質問前段について、本指針の根拠規
定（廃掃法施行規則第12条第２号）
が削除されていることから、削除し
たものです。なお、処理能力につい
ては別の規定から判断されます。
  質問後段について、御質問のとおり
です。
  なお、その際には湘南地区行政セン
ター環境部との事前調整が必要とな
ります。

(株）荏原製作
所

75 許認可申請
等の手引き

5 9条 1項 　設置許可の対象となる施設の種類
は汚泥の脱水及び乾燥施設と解釈
し、本件の許認可に必要な施設規模
（県産業廃棄物中間処理指導指針抜
粋4-3-1）並び性状の分析及び計量
（同指針抜粋5-1-6）は事業者の判断
で許認可申請を決定するものと理解
して宜しいでしょうか。

   許可対象施設の範囲は処理工程に
より異なります。
   湘南地区行政センター環境部との
事前調整の中で整理されます。

(株）荏原製作
所

76 特定事業契
約書（素
案）

6 10条 　県企業庁にて実施される建設用地
の地下埋設物の撤去はいつまでに行
なわれるのでしょうか。

  業務要求水準書（案）２(1)に記載の
とおり、平成１６年６月３０日まで
に終了する予定です。

三井物産㈱

77 特定事業契
約書（素
案）

7 13条 2項 　２項に「特別の理由があるとき
は、本件工事費の増額又は費用の全
部若しくは一部の負担に代えて設計
図書を変更する事が出来る」とあり
ますが、この事は、特別な理由があ
る場合には、増額、もしくは一部負
担を県企業庁が負うと解釈して良い
のでしょうか。

  違います。
  特定事業契約書（素案）第１３条第
２項の趣旨は、「県企業庁からの設
計変更を要求した場合、県企業庁は
増加費用を負担しますが、その際、
工事費等の増減が発生しないよう
（すなわち、工事費等の全体額を変
更しないよう）調整（設計図書の変
更）できます。」というものです。

日本鋼管㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

78 特定事業契
約書（素
案）

7 13条 5、6項 　設計図書の変更により設計・建設
に係る費用が増加した場合、増加分
のサービス購入料は一括で支払われ
るのでしょうか。または事業期間中
の均等按分になるのでしょうか。
（サービス購入料が減少した場合も
ご教示下さい）

  元金相当額の変更になるため、変更
後の金額（増加及び減少の両方）で
均等払いとなります。

㈱UFJ銀行

79 特定事業契
約書（素
案）

8 18条 1項 　工事監理者は、事業者への出資者
または応募者の構成員から選任する
ことでもよろしいでしょうか。

  御質問のとおりです｡
  事業者の判断に委ねます。工事監理
者が出資者、グループ構成員あるい
は協力企業であるか否かについて
は、特に制限を設けません。

大成建設(株）

80 特定事業契
約書（素
案）

9 21条 　地元住民への事前説明は誰がどの
ように行なうのでしょうか。

  産業廃棄物処理施設設置許可の事前
手続きとして周辺住民等への周知が
必要です。（産業廃棄物処理業許可
申請等の手引きＰ１２参照）これ
は、申請者であるＳＰＣが計画実施
してください。
  具体的には、「産業廃棄物処理業許
可等事務処理要領」に基づき、湘南
地区行政センター所長あて、周知を
図る地域を定め、説明会等の開催予
定等を記載した「周知計画書」を、
説明会実施後には、「周知結果報告
書」を提出していただきます。
  着工にあたっての事前説明等につい
ては、事業者が必要に応じて対応し
てください。

三井物産㈱

81 特定事業契
約書（素
案）

11 29条 　事業者による試運転に使用する汚
泥の供給は県企業庁の処理委託範囲
と理解してよいか、また、その汚泥
の法律上の排出者は県企業庁と理解
して宜しいでしょうかご教示願いま
す。

  事業者による試運転については、新
設施設の建設業務として位置付けら
れております。その際必要となる汚
泥については試験用資材として取
扱ってください。試運転で発生した
廃棄物は事業者が排出事業者として
処理してください。

(株）荏原製作
所

82 特定事業契
約書（素
案）

12 32条 　瑕疵担保期間が１０年と通常に比
して、長い期間の設定になっていま
すが、その理由をご教示下さい。

  瑕疵担保責任の存続期間について
は、事業の安全性等が強く要請され
ること、請負契約の瑕疵担保責任の
存続期間に関する規定である民法第
638条第１項但書が存続期間を１０年
としていることから１０年に設定し
ております。

日本鋼管㈱

83 特定事業契
約書（素
案）

12 32条 　瑕疵担保責任に関して、施設・機
器等で分類の上、個別に瑕疵担保期
間(上限を10年とする)を設けることは
可能でしょうか。

  瑕疵担保責任の存続期間を施設・機
器等に分類の上、民法の範囲内で個
別に設定することは、可能です。入
札公告時に最終案をお示しします。

三井物産㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

84 特定事業契
約書（素
案）

12 33条 1項 　１項に「維持管理・運営仕様書に
は緊急時対応も含む」とあります。
緊急時の対応につきましては、事前
に県企業庁殿が保有する組織体制、
運営等の資料のご開示、更には緊急
時の他の事業体からの応援体制等の
継承が可能か否かご教示下さい。

   特定事業契約書（素案）第33条第
１項における括弧書きの部分は、通
常時以外の対応をすべて含むもので
す。県企業庁においては、基本的に
通常の組織体制で対応することから
御質問の趣旨に対応する資料がすべ
てあるわけではありませんが、災害
発生時の対応については次のとおり
です。
  「水道局地震災害対策計画」及び
「水道局風水害等災害対策計画」に
基づき対応します。緊急時の際の相
互応援団体には、７都県市、関東知
事会、日本水道協会神奈川県支部に
属する水道事業体等があり、協定・
覚書により必要事項を定めておりま
す。
  なお、当該資料の開示は可能です。

日本鋼管㈱

85 特定事業契
約書（素
案）

14、
15

38
条、
41条

　県企業庁は、別紙５の廃棄物を事
業者に送泥する＝処理委託、返送水
は寒川浄水場に返送される上澄水と
定義されています。別紙6の条件を充
足しない返送水は県企業庁は受け入
れを拒絶する。廃掃法から上澄水は
処理委託に該当するのではと考えま
す。該当しないとすると別紙６に充
足した上澄水は有価物対象と考える
方が一般的と判断します。充足でき
ない返送水を処理する目的で事業者
は施設設置もしくは排水の放流先を
下水放流等、確保する必要性がある
かご教示願います。

  本件事業のクローズドシステムによ
る返送水については、県企業庁から
の汚泥のみを処理していること、無
薬注の脱水処理を行い水については
形質の変更を伴わないことから廃棄
物に該当しないと考えます。
  上澄水については、下水道放流でき
ません。返送水処理のための施設設
置については事業者の提案に委ねま
す。

(株）荏原製作
所

86 特定事業契
約書（素
案）

14 38条 　別紙５に記載の汚泥を事業者に送
泥するとあります。事業者は産業廃
棄物処理委託者となるが、本契約を
構成する委託の数量及び種類を産業
廃棄物管理票、A票を県企業庁が保管
し事業者はその他の票をどのように
保管発行するのか当局の見解をご教
示願います。

   別紙５「事業活動に伴って発生す
る廃棄物を適正に処理するために」
（抜粋） ８産業廃棄物管理票（マ
ニュフェスト）制度を御参照くださ
い。本件事業では、同抜粋資料17
ページ記載の紙マニュフェスト７枚
綴りのフロー中左側の運搬業者が介
入しませんので、第１次のＢ票は不
要となります。右側については、脱
水ケーキの処理方法によって異なり
ますので、必要な対応を取っていた
だきます。
   なお、本件事業については、廃掃
法施行規則第８条の19第８号の規定
に関わらず、マニュフェスト処理を
していただきます。

(株）荏原製作
所

87 特定事業契
約書（素
案）

14 38条 3項 　県企業庁と事業者は本件事業が円
滑に図れない状況において調整を図
ると理解して良いか、その場合は関
係者協議会を開催すると考えて良い
か、また、本協議会を開催している
期間は不可抗力等で規定されている
最大協議期間日数には組み入れられ
ないと理解して宜しいでしょうかご
教示願います。

   特定事業契約書（素案） 第38条第3
項の趣旨は、「清掃等に伴う送泥計
画の変更等に対し、送泥及び汚泥の
受入れが円滑に行われるよう事前調
整を行う。」というものです。
  また、御質問の円滑に図れない状態
での調整、その際の関係者協議会の
開催はいずれも可能です。関係者協
議会の開催期間は、最大協議期間日
数に含まれます。
  なお、御質問の場合、特定事業契約
書（素案）第７０条に規定されてい
る期間の適用はありません。

(株）荏原製作
所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

88 特定事業契
約書（素
案）

15 43条 　「生成した」脱水ケーキと第6条の
「発生した」脱水ケーキの違いにつ
いて御教示下さい。

  「生成した」と「発生した」は同義
で用いています。「発生した」とい
う表記に統一します。

三井物産㈱

89 特定事業契
約書（素
案）

17 51条 　本条第3項において「第1項の規定
は、事業者が、事業者の有する預金
債権に対して金融機関その他の第三
者に対して、債権譲渡、代理受領、
質権及び担保権の設定その他の処分
を行う場合にも準用する」とありま
すが、「預金債権」とは具体的に何
を指しているか提示願います。また
本項を適用する範囲を見直されるお
考えはありますでしょうか。

  債権者たる預金者の金融機関に対す
る金銭の払戻請求権のことであり、
具体的には、県企業庁からのサービ
ス購入料の振込口座や余剰金等の積
立口座に対する払戻請求権を想定し
ております。
  なお、預金債権に対する権利設定等
は、その権利等が実行された場合に
事業者の経営に大きな影響を及ぼす
ことが予想されるため、適用範囲を
見直す考えはありません。

富士電機㈱

90 特定事業契
約書（素
案）

19 56条 2 　運営開始日前の解除について、新
設施設の出来形部分を検査の上買い
受け、違約金と相殺して決済するこ
とになっていますが、出来形部分の
買い受け金額はどのように算出する
のかご教示下さい。

  建物については、出来形設計書によ
り算出します。機械類については、
原則として製作過程での出来形認定
はできませんので、買受けはできま
せん。ただし、機器単体が完成して
おり、かつ、引続き当初設計どおり
用いられる見込がある場合は、個別
評価により出来形認定を行える可能
性はあります。

月島機械㈱

91 特定事業契
約書（素
案）

20 58条 1 　県企業庁が支払遅延した場合、事
業者から書面による催告をしてから
６ヶ月後にならないと契約終了が出
来ないとありますが、県企業庁から
６ヶ月入金がない状態で、借入金の
返済、維持管理等をすることは、困
難と考えられます。催告から契約終
了できる期間を短縮する措置が必要
（例えば９０日後）と考えますが如
何でしょうか。

  御意見として承ります。 月島機械㈱

92 特定事業契
約書（素
案）

20 58条 3項 　県企業庁の債務不履行による契約
終了に関し、②の記載によれば、契
約終了にもかかわらず事業終了年度
まで事業者を存続しなければなら
ず、また、資金面でも事業者側に著
しく不利となるため、②の記載は削
除していただけないでしょうか。

  選択肢の１つですが、仮に県企業庁
が②の方法を選択した場合でも、必
ずしも事業者を存続させなければな
らないという必要性はないため、②
を削除する考えはありません。

大成建設(株）

93 特定事業契
約書（素
案）

20 58条 4 　「…県企業庁が前項記載の金額以
上に事業者に対して…は、「…事業
者が前項記載の金額以上に県企業庁
に対して…」が正しいと考えてよろ
しいでしょうか。

  御質問のとおりです。修正いたしま
す。

月島機械㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

94 特定事業契
約書（素
案）

20 58条 4項 　前項の規定は、損害賠償額の予定
を定めたものでなく、県企業庁が前
項記載の金額以上に事業者に対して
損害賠償の請求を行うことを妨げる
ものではない。とありますが「事業
者が前項記載の金額以上に県企業庁
に対して損害賠償の請求を・・」の
誤植と思われますが如何でしょう
か。

  御質問のとおりです。修正いたしま
す。

(株）荏原製作
所

95 特定事業契
約書（素
案）

14 59条 　法令変更による契約終了に関し、
②の記載によれば、契約終了にもか
かわらず事業終了年度まで事業者を
存続しなければならず、また、資金
面でも事業者側に著しく不利となる
ため、②の記載は削除していただけ
ないでしょうか。

  選択肢の１つですが、仮に県企業庁
が②の方法を選択した場合でも、必
ずしも事業者を存続させなければな
らないという必要性はないため、②
を削除する考えはありません。

大成建設(株）

96 特定事業契
約書（素
案）

21 60条 　不可抗力による契約終了に関し、
②の記載によれば、契約終了にもか
かわらず事業終了年度まで事業者を
存続しなければならず、また、資金
面でも事業者側に著しく不利となる
ため、②の記載は削除していただけ
ないでしょうか。

   選択肢の１つですが、仮に県企業
庁が②の方法を選択した場合でも、
必ずしも事業者を存続させなければ
ならないという必要性はないため、
②を削除する考えはありません。

大成建設(株）

97 特定事業契
約書（素
案）

22 61条 3項 　「オペレーションマニュアル」と
は、どのような内容の書類ですか。
「その他の排水処理施設を維持管
理・運営するために必要な資料」の
範疇をお示しください。また、それ
は、維持管理･運営の成果品として移
管する書類となるのでしょうか。ご
教示願います。

  オペレーションマニュアルとは、事
業者が建設した脱水設備等の運転手
順、通常の保守点検手順、故障時の
対応方法など、施設を維持管理・運
営していくために必要と思われる書
類です。また、「その他の排水処理
施設を維持管理・運営するために必
要な資料」とは、事業期間終了後、
県企業庁が施設の運転を引き継ぐ際
に必要となる図面類、修繕履歴、設
備の完成図書等を指します。
  なお、これらは建設及び設備に関す
る付属書類と考えます。

(株）荏原製作
所

98 特定事業契
約書（素
案）

22 62条 （4） 　契約上の地位の第三者への譲渡ま
たは株式が第三者へ移転された場
合、借入（金融機関）との関係はど
うなるのでしょうか？

   詳細は金融機関と事業者の融資契
約と金融機関と県企業庁の直接協定
により定められます。特定事業契約
書（素案）第62条第1項（4）に規定
されている契約上の地位の譲渡は特
定事業契約上の地位の譲渡を指しま
す。特定事業契約とは別個の契約で
ある融資契約に基づく金融機関に対
する債務については、ＳＰＣと金融
機関及び新たな事業者との別個の取
り決めによるものと解されます。
  また、株式の譲渡については、事業
者の法人格が変わるものではないた
め、金融機関への債務はそのまま存
続するものと理解していますが、上
記と同様、三者間（ＳＰＣ、金融機
関及び新たなスポンサー）の別個の
取り決めによるものと思われます。

㈱UFJ銀行



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

99 特定事業契
約書（素
案）、実施
方針等Q&A

24 64条
Q22

1 （1）
、
（2）

　債務負担行為が議会で議決されて
いれば各事業年度の予算は、特定事
業契約書で定められた県企業庁の支
払金額を下回ることは無いと理解で
よろしいでしょうか。

  地方自治法上、債務負担行為を設定
した場合、その範囲内の金額は義務
費となりますので、特定事業契約書
に従った所要の支払額が歳出予算と
して措置されるものと考えておりま
す。

月島機械㈱

100 特定事業契
約書（素
案）

24 65条 2項 　第６５条２項の「保証」とは具体
的にどのような「保証」でしょう
か。詳細をご教示下さい。

  特定事業契約書（素案）別紙９「保
証書」に記載のとおり、事業者にか
かる入札参加者がグループを結成し
ている場合の代表者及び事業者の株
主のうち県企業庁が適当と認める者
（第65条第２項）が特定事業契約書
の各条項に基づき県企業庁に対して
負う債務のすべてを事業者と連帯し
て保証していただきます。

㈱UFJ銀行

101 特定事業契
約書（素
案）

25 70条 　不可抗力は最大協議期間を発生し
た日から１８0日以内と定められてい
ます。それ以降は県企業庁が対処方
法を通知するとは、本契約等の変更
を含め本事業を継続する目的での費
用負担は県企業庁の責任で実行する
と理解して宜しいでしょうかご教示
願います。

  御質問のとおりです。 ただし、県
企業庁の判断で事業を継続するとき
は、不可抗力及び法令変更により生
じた損害等の規定（第26条、第53
条）が適用されるためすべてが免責
される訳ではありません。また、事
業を終了するときは、不可抗力によ
る契約終了（第60条）の規定が適用
されます。

(株）荏原製作
所

102 特定事業契
約書（素
案）

34 別紙7 1 　ｻｰﾋﾞｽ購入料のうち、「施設整備
費」部分については、所有権を県企
業庁に移転しており、県はその役務
を返済する義務が生じているものと
考えられます。よってサービス購入
料を全て一体で考えるべきではな
く、モニタリングの減額対象からも
施設整備費相当部分は除外されるべ
きではないでしょうか。

 　サービス購入料は、実施方針に定
める事業範囲にかかるすべてのサー
ビスを、事業者の責任により一体と
して提供されることに対する対価で
あるため、これらの債務については
一体不可分であると考えておりま
す。したがって、減額対象はサービ
ス購入料全体に対するものとなり、
結果として割賦代金相当分に該当す
る部分にも及ぶことが考えられま
す。

㈱UFJ銀行

103 特定事業契
約書（素
案）

36 別紙7 （4） イ 　保守管理費に対するｻｰﾋﾞｽ購入料
は、提案された長期修繕計画に従
い、四半期ごとに業務実施が確認で
きたものに対して支払うとあります
が、当初の「長期修繕計画」と相違
が発生した場合（金額、時期等）は
どのように対応して頂けるのでしょ
うか。計画はあくまでも計画であ
り、実際は相違する可能性は充分考
えられます。対応方法の詳細につき
ご教示下さい。

　保守管理に対するサービス購入料
は、提案された長期修繕計画の実施
時期、費用に従い支払います。した
がって、原則として長期修繕計画ど
おりに保守管理（修繕を含む。）を
行っていただきますが、計画変更が
必要となる場合には、関係者協議会
で協議することになります。

㈱UFJ銀行

104 特定事業契
約書（素
案）

34～
41

別紙
7、8

　別紙７の１（１）アで事業者の費
用発生にあわせて支払うことを原則
とあります。費用発生を施設建設費
分及び固定的運営費分を含めた固定
費と変動費に分け請求する提案とし
た場合、減額対象は変動費と理解し
て宜しいでしょうか。

　サービス購入料は、実施方針に定
める事業範囲にかかるすべてのサー
ビスを、事業者の責任により一体と
して提供されることに対する対価で
あるため、これらの債務については
一体不可分であると考えておりま
す。したがって、減額対象はサービ
ス購入料全体に対するものとなり、
結果として割賦代金相当分に該当す
る部分にも及ぶことが考えられま
す。

(株）荏原製作
所



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

105 特定事業契
約書（素
案）

別紙7 1 （3） 　新施設及び濃縮施設の維持管理運
営費のうち③電気代・燃料費等に用
水は含まれるのでしょうか。ご教示
願います。

  含まれます。 (株）荏原製作
所

106 特定事業契
約書（素
案）

契約の変更について規定されており
ませんが、その手続きについて提示
願います。

  契約の変更については、関係者協議
会での協議事項となります。

富士電機㈱



実施方針等Q&Aに関する質問回答書

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

107 実施方針等
Q&A

Q8 ③ 　「コージェネレーションシステム
の検討に当たっては、浄水場への売
電も考慮していること。・・・・・
仮にコージェネレーションシステム
を設置する場合は、排水処理施設内
でエネルギー収支が完結（売電等は
不可）する提案としてください。」
とありますが、矛盾していません
か。

  矛盾していません。
  「③  コージェネレーションシステ
ムの検討に当たっては、浄水場への
売電も考慮していること。」これ
は、基本構想時の想定をまとめた表
記です。この結果を受け、排水処理
施設においては、コージェネレー
ションシステムは省エネ率を達成で
きないので、直営で施設整備を行う
際には導入しない旨判断し、提案に
当たっての留意事項として、以下の
とおり記載したものです。
  「コージェネレーションシステムの
評価については、報告書[概要版]に
記載のとおりですが、仮にコージェ
ネレーションシステムを設置する場
合は､排水処理施設内でエネルギー収
支が完結（売電等は不可）する提案
としてください。」

日立造船（株）

108 実施方針等
Q&A

Q12 　産業廃棄物関連の許可を得るのは
SPCでしょうか、SPCの構成企業あ
るいは協力企業でも宜しいのでしょ
うか。

  廃掃法上の許可を得るのはSPCで
す。

三井物産㈱

109 実施方針等
Q&A

Q18 　「施設（備品および消耗品等並び
に維持管理・運営期間中の新たな取
得備品等も含む。）の所有権は、県
企業庁に帰属します。」とあります
が、維持管理･運営中に事業者が自ら
持ち込んだ備品・用品・用具･工具・
車両等も該当するのでしょうか。範
囲をお示しください。

  県企業庁が所有権を取得する範囲
は、単なる消耗品や一時使用のため
持ち込んだものを除き、排水処理施
設において、業として用いるものを
いいます。
  したがって、排水処理業務に直接必
要とならない備品、用品、用具、工
具、車両等の所有権は事業者に帰属
します。

(株）荏原製作
所

110 実施方針等
Q&A

Q19 　詳細なる説明有難うございます。
この回答内容で「SPCに不動産取得
税は課せられない」と理解しました
がよろしいでしょうか。ご教示願い
ます。

  ＳＰＣと請負業者間の契約内容等に
より判断されるものと考えられま
す。
  どのような契約とするかは、事業者
の判断に委ねますので、弁護士・会
計事務所等と検討してください。

(株）荏原製作
所

111 実施方針等
Q&A

Q23 　県企業庁破綻時、…制度的には一
般会計から救済措置可能となってお
ります」とありますが、具体的な県
企業庁破綻時の県からの救済措置に
ついて契約に盛り込むことは可能で
しょうか。

  本件は地方公営企業法上で制度的に
担保されていることから、特定事業
契約書（案）に改めて規定する必要
はないと考えます。

月島機械㈱



Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

112 実施方針等
Q&A

Q33 　Q33では「脱水機棟の建設予定場
所等が事業者提案によるため県企業
庁は地質調査を行なわない」とあり
ますが、当該敷地内で何本かのボー
リングを行なっておく必要はありま
せんか？なお、参考に隣接地にある
水質センターの地質調査結果を有償
頒布して頂きましたが、敷地が旧第
１浄水場跡地ゆえ建設時の地質調査
資料や基礎の図面が残っていれば御
提示下さい。

  Ｑ３３の答えの趣旨から県企業庁に
よるボーリング調査は行いません
が、事業者が自ら事前にボーリング
調査を行うことは妨げません。
  なお、旧第１浄水場建設時の地質調
査資料は存在しませんので御提示で
きませんが、基礎図面等について
は、平成14年10月18日（金）から平
成14年10月31日（木）まで（ただ
し、土曜日、日曜日は除く。）の
間、実施方針等に関する質問及び回
答と合わせて閲覧することができま
す。（ただし、平成14年10月22日
（火）は、実施方針等に関する意見
交換会会場での閲覧となります。）

清水建設㈱

113 実施方針等
Q&A、参考
資料集
（案）

14
Q42
2

3 　浄水場で注入された活性炭が混入
した脱水ケーキの量は、各年度の固
形物発生量合計(t－ds/年)のうちどの
程度の割合でしょうか。また活性炭
の最終注入時間からどのくらいの期
間、脱水ケーキへの活性炭混入がみ
られるでしょうか。

  活性炭注入時に排水処理施設に送ら
れてくる汚泥には活性炭が含まれて
いますが、排水処理施設における汚
泥の滞留時間は数週間あり、その間
に活性炭を含まない汚泥と混ざり
合って徐々に脱水処理されていくた
め、活性炭が混入している脱水ケー
キの量を正確に把握することは困難
です。また、活性炭の注入を停止し
てからの影響期間についても、活性
炭の注入量により異なります。実施
方針等Ｑ＆ＡのＱ41に記載している
「浄水場で使用する薬品の種類と使
用実績」を参考にしてください。

三井物産㈱



その他

Ｎｏ． 対象資料 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問事項 回答 質問者

114 落札者決定
の考え方

2 3 　2-3定量化審査では、1～6項目の合
計により総合評価を行なうことに
なって いますが、各項目の配点はい
つの時点で公表されるのですか？

  入札公告時にお示しします。 清水建設㈱

115 産業廃棄物
中間処理指
導指針

11 4 1 5 　新脱水機棟に対しては、「著しい
騒音及び振動を発生し、周囲の生活
環境を損なわないものであること。
（施行規則第12条の1）第5号）とあ
りますが、県企業庁として具体的な
制限値が設定されていれば御教示下
さい。

  県企業庁としての制限値はありませ
ん。

清水建設㈱

116 参考資料集
（案）

参考
資料1

　二次濃縮槽は必ず使用する必要が
ありますか。また、二次濃縮槽のモ
ジュールの寿命とモジュール薬品洗
浄頻度をご教示ください。

   二次濃縮槽の使用については提案
に委ねます。県企業庁では、これま
で年１回モジュールを交換してきて
おり、薬品洗浄は行っていません。

(株）荏原製作
所

117 　有効利用検討（植物培地試験等）
の為に、相当量の無薬注の脱水ケー
キは提供してもらえるのか。

  現在、寒川浄水場には無薬注の脱水
ケーキはありませんので、提供する
ことはできません。

日立造船（株）


